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添付資料

関連サイト
佐賀県と「パートナーシップ宣誓制度の利⽤に関する協定」を締結しました（⿃栖市ホームページ）

https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/8/42662.html

佐賀県と「パートナーシップ宣誓制度の利⽤に関する協定」
を締結しました

 佐賀県では、県⺠⼀⼈ひとりが、多様な特性や個性を理解し、お互いに認めあ
える佐賀らしいやさしさが自然とあふれる佐賀県を目指す「さがすたいる」の取
組みのひとつとして「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を令和３年8⽉27⽇に
開始しました。
 法制度の中で、様々な性的指向や性自認の⼈たちの⽣活上の障壁をなくすこと
を目的としており、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをか
けがいのないパートナーであることを約束する宣誓を⾏い、佐賀県が、お⼆⼈の
関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領書」を交付する制度です。

１．締結⽇   令和４年6⽉１⽇

２．締結の内容
 「パートナーシップ宣誓制度の利⽤に関する協定」を締結することで、佐賀県
においてパートナーシップ宣誓を⾏った当事者が、⿃栖市において宣誓をするこ
となく、佐賀県の利⽤可能なサービスに加えて、⿃栖市のサービスを受けられま
す。

３．⿃栖市におけるパートナーシップ宣誓書受領証の提⽰により利⽤可能なサー
ビス
  ○⿃栖市営住宅の⼊居の申し込みの際のご家族同様の対応

事業内容


